
交通安全ガイドブック

大月警察署 交通課

外国籍の皆様へ

～日本における交通ルールについて～



大月警察署管内の人身事故状況
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守って欲しい交通ルール



しんごうのいみ

あかいろ
しんごう

きいろ
しんごう

あお（みどり）いろ
しんごう

すすむことができる ていしせんでとまれ
きいろしんごうにな
っときにあんぜんに
とまれないばあいは、
注意してすすむこと
ができる

ていしせんのてまえ
でとまる

◀よみかた

◀いみ

◀いろ

※くるま やじてんしゃ
をうんてんするときに
さんこうにしてください



よみかた▶ いちじていしひょうしき

◀いみ
ていしせんのてまえでとまって
さゆうのあんぜんかくにんをする

さゆうからくるくるまをまってからすすむ



よみかた▶
していほうこうがい
しんこうきんし

◀いみやじるしのほうこういがいは
すすむことができません



５つの

じてんしゃのルールを

まもりましょう



じてんしゃをのるさいは、

○しゃどうをはしる
○ひだりがわをはしる
○ほどうはれいがい
○ほこうしゃをゆうせんわを、

１



○こうさてんでは、いちじていしと
あんぜんかくにん

○しんごうは
かならずまもるを、

２



○くらくなったら
かならずライトをつけてはしる

３



○いんしゅうんてんは
きんしです！

わを、

４



○ヘルメットをかぶりましょう
わを、

５



じこをおこしたとき、じこにあったときは

そのばで
①けがにんをたすける
ひつようがあれば、１１９番つうほうする

②１１０番つうほうして、けいさつかんをよぶ
③あんぜんなばしょでまっている



自転車や車に乗るときは事前に日本の
ルールを学んで、それを守って下さい。
自転車に乗るときは、
①ほけんに入る
②ヘルメットをかぶる
③ほこうしゃゆうせん
しゃどうをはしる、
ひだりがわをはしる、
ほどうはれいがい
④いちじていし、しんごうをまもる
あんぜんかくにんをする
⑤くらくなったら、ライトをつける

じこにあったときは、そのばで
１１９番つうほうや１１０番つうほう
をする。

おねがい


